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教
育
委
員
会
と
は

教
育
委
員
会
は
、「
地
方
教
育
行
政

の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
」

の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
に
関
す
る

事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
、
地
方
公

共
団
体
の
長
か
ら
独
立
し
て
設
置
さ

れ
る
合
議
制
の
執
行
機
関
で
す
。

教
育
委
員
会
の
構
成

三
鷹
市
教
育
委
員
会
は
、
教
育
長

及
び
４
人
の
委
員
で
構
成
さ
れ
て
い

ま
す
。
市
長
が
市
議
会
の
同
意
を
得

て
任
命
し
、
教
育
長
の
任
期
は
３
年
、

委
員
の
任
期
は
４
年
で
す
。

教
育
長
は
、
教
育
委
員
会
の
会
議

を
主
宰
す
る
と
と
も
に
、
教
育
委
員

会
の
権
限
に
属
す
る
す
べ
て
の
事
務

執
行
の
責
任
者
及
び
事
務
局
の
指
揮

監
督
者
と
し
て
、
教
育
委
員
会
の
会

務
を
総
理
し
、
教
育
委
員
会
を
代
表

し
ま
す
。

教
育
委
員
会
の
会
議
な
ど

毎
月
開
催
す
る
定
例
会
と
必
要
に

応
じ
て
開
催
す
る
臨
時
会
が
あ
り
、基

本
的
方
針
の
決
定
や
規
則
の
制
定
改

廃
な
ど
の
議
案
に
つ
い
て
審
議
し
て
い

ま
す
。
会
議
は
、人
事
に
関
す
る
案
件

な
ど
一
部
を
除
い
て
公
開
さ
れ
て
お

り
、
ど
な
た
で
も
傍
聴
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

ま
た
、
教
育
委
員
は
、
学
校
訪
問
の

実
施
、
学
校
保
護
者
代
表
と
の
懇
談

会
、
都
内
教
育
委
員
会
相
互
の
連
絡

会
や
研
修
会
へ
の
参
加
な
ど
を
通
し

て
、学
校
の
状
況
や
教
育
行
政
を
め
ぐ

る
諸
課
題
の
把
握
に
努
め
て
い
ま
す
。

9
月 

○
三
鷹
市
教
育
委
員
会
職
員
の
勤
務
時

間
、
休
日
、休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の

一
部
改
正

10
月 

●
学
校
訪
問（
第
七
小
、北
野
小
）

11
月 

○
三
鷹
市
立
中
学
校
に
お
け
る
運
動
部

活
動
の
方
針
の
改
定

○
三
鷹
市
適
応
支
援
教
室（
仮
称
）開
設

に
向
け
た
実
施
方
針（
案
）（
協
議
）

●
学
校
訪
問（
大
沢
台
小
）

●
三
鷹
の
森
学
園
・
三
鷹
中
央
学
園
・
鷹

南
学
園
開
園
10
周
年
記
念
式
典

12
月 

○
三
鷹
市
教
育
委
員
会
嘱
託
員
設
置
規

則
の
廃
止

●
第
１
回
総
合
教
育
会
議

1
月 

○
令
和
２
年
度
一
般
会
計
予
算
見
積
書

○
三
鷹
市
社
会
教
育
委
員
の
委
嘱

○「
第
４
次
三
鷹
市
基
本
計
画
第
２
次
改

定（
２
次
案
）」へ
の
意
見
照
会（
協
議
）

●
東
京
都
市
町
村
教
育
委
員
会
連
合
会　

常
任
理
事
会
・
理
事
会
・
理
事
研
修
会

●
市
町
村
教
育
委
員
研
究
協
議
会

●
学
校
訪
問（
高
山
小
）

●
教
育
委
員
会
と
市
立
小
・
中
学
校
の

保
護
者
代
表
と
の
教
育
に
関
す
る
懇

談
会

2
月 

○
令
和
２
年
度
基
本
方
針
の
承
認

○
三
鷹
市
生
涯
学
習
プ
ラ
ン
2
0
2
2

第
２
次
改
定（
案
）・
三
鷹
市
ス
ポ
ー

ツ
推
進
計
画
2
0
2
2
第
１
次
改
定

（
案
）へ
の
意
見
照
会（
協
議
）

○
校
長
・
副
校
長
人
事
の
内
申

●
東
京
都
市
町
村
教
育
委
員
会
連
合
会

第
４
ブ
ロ
ッ
ク
研
修
会

●
東
京
都
市
町
村
教
育
委
員
会
連
合
会

研
修
会

3
月 

○
三
鷹
市
公
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関

す
る
規
則
の
一
部
改
正

○
三
鷹
市
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
2
0
2
2
・

三
鷹
市
教
育
支
援
プ
ラ
ン
2
0
2
2
・

み
た
か
子
ど
も
読
書
プ
ラ
ン
2
0
2
2

の
第
２
次
改
定

●
第
２
回
総
合
教
育
会
議

（
○
は
会
議
の
案
件
、●
は
会
議
以
外
の
活
動
）

　
⇨
総
務
課
☎︎
内
線
3
2
1
3

「
体
罰
」の
禁
止
に
つ
い
て

紙面から 2面/令和2年度の主要な施策と予算 3面/スクール・コミュニティ推進員
の配置拡充 4面/教育委員会表彰/小・中学校の臨時休校期間中の対応 ほか

教育委員会　委員

池
い け

田
だ

    清
き よ

貴
た か

教
育
委
員
会
の

基
本
方
針

２
月
に
開
催
さ
れ
た
教
育
委
員
会
定
例
会
で
、
令
和
２
年
度
基
本
方
針
を
決
定
し

ま
し
た
。�

⇨
総
務
課
☎
内
線
３
２
１
３

令和
2年度

主
要
な
施
策
と
予
算
の
概
要
は
、
２
面
で
紹
介
し
ま
す
。

基礎的な素養を身に付け、自立した一人の人間として考え判断し、
豊かに力強く生きていくための総合的な力
社会とのかかわりをもち、社会の一員としての役割を果たしつつ、
適切な人間関係を結び、共に生きていく力

●「人間力」
●「社会力」

令
和
元
年
９
月
～

令
和
２
年
３
月
の

教
育
委
員
会
の
主
な
活
動

いきいきと子どもが輝く教育・子育て支援のまちづくり
創造性と豊かさをひろげる生涯学習・文化のまちづくり

教育委員会の行政の基本目標 教
育
委
員
会
は
、「
三
鷹
市
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
２
０
２
２（
第
２
次
改
定
）」に
基
づ
き
、「
人
間
力
」と

「
社
会
力
」を
兼
ね
備
え
た
子
ど
も
の
育
成
を
目
指
し
学
校
教
育
を
推
進
し
ま
す
。
す
べ
て
の
子
ど
も

の
学
習
権
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、一
人
ひ
と
り
の
能
力
や
適
性
に
応
じ
て
個
別
最
適
化
さ
れ
た
教

育
の
実
現
を
目
指
し
、
確
か
な
学
力
を
保
障
す
る
質
の
高
い
教
育
を
充
実
し
ま
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・
ス
ク
ー
ル
を
基
盤
と
し
た
小
・
中
一
貫
教
育
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、「
ス
ク
ー
ル
・
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」の
創
造（
学
校
を
核
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
）に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
ま
す
。

ま
た
、「
三
鷹
市
生
涯
学
習
プ
ラ
ン
２
０
２
２（
第
２
次
改
定
）」に
基
づ
き
、
市
長
部
局
と
の
連
携

に
よ
り
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
、
生
涯
を
通
し
て
主
体
的
に
学
習
の
機
会
を
選
択
し
て
学
び
、
豊
か

な
心
を
育
み
、
学
ん
だ
こ
と
を
地
域
に
返
し
、
活
動
に
活
か
し
て
い
く
と
い
う「
学
び
と
活
動
の
循

環
」の
構
築
を
目
指
し
ま
す
。     

小
・
中
一
貫
し
た

質
の
高
い
学
校
教
育
を

推
進
し
ま
す

学
校
の
経
営
力
と
教
員
の

力
量
を
高
め
、特
色
あ
る

学
園
・
学
校
づ
く
り
を
進
め
ま
す

安
全
で
快
適
な
、

充
実
し
た
教
育
環
境
を

整
え
ま
す

地
域
を
つ
な
ぐ

拠
点
と
な
る

学
校
を
つ
く
り
ま
す

市
長
部
局
と
の
連
携
に
よ
り
、

生
涯
学
習
の
総
合
的
な

推
進
を
図
り
ま
す

地
域
の
情
報
拠
点

と
し
て
の
図
書
館
活
動
を

推
進
し
ま
す

地
域
と
と
も
に
、

協
働
す
る
教
育
を

進
め
ま
す

7 6 12345

７つの施策目標

職  名 氏   名 任　期

教 育 長 貝
かい

ノ
の

瀨
せ

  滋
しげる 自 令和元年７月１日

至 令和３年９月30日
教 育 長
職務代理者 池

いけ
田
だ

    清
きよ

貴
たか 自 平成30年５月26日

至 令和３年５月25日

委     員 畑
はた

谷
や

 貴
き

美
み

子
こ 自 平成28年10月16日

至 令和２年10月15日

委     員 冨
ふ

士
じ

道
みち

 正
まさ

尋
ひろ 自 平成30年10月１日

至 令和４年９月30日

委     員 櫻
さくら

井
い
    正

まさ
治
はる 自 令和元年10月１日

至 令和５年９月30日

三鷹市教育委員会の構成

２
０
２
０
年
４
月
１
日
よ
り
、
親
か
ら
子
ど
も
へ

の
体
罰
が
法
律
で
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た＊１
。

こ
れ
ま
で
も
、学
校
の
先
生
か
ら
生
徒
・
児
童
へ
の

体
罰
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
し
た＊２
。
他
方
、
家
庭
内
で

は
、「
虐
待
」は
禁
止
さ
れ
て
い
た
も
の
の＊３
、「
体
罰
」は

明
確
に
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
２
０
１
８
年
、
目
黒
区
で
当
時
５
歳

の
女
の
子
が
、
親
か
ら
激
し
い
虐
待
を
受
け
た
末
に

亡
く
な
る
と
い
う
痛
ま
し
い
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。

子
ど
も
が
ノ
ー
ト
に
書
い
た「
も
う
お
ね
が
い　
ゆ
る

し
て
」と
い
う
言
葉
に
胸
を
詰
ま
ら
せ
た
方
も
多
い
と

思
い
ま
す
。

以
前
よ
り
、
体
罰
は
虐
待
に
つ
な
が
る
危
険
が
あ

る
た
め
、
法
律
で
明
確
に
禁
止
す
べ
き
だ
と
い
う
意

見
が
主
張
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
痛
ま

し
い
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
そ
う
し
た
声
が
ま
す
ま

す
強
ま
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
事
件
が
起
こ
っ
た
東
京
都
に
お
い
て
は
、

条
例
で
体
罰
が
禁
止
さ
れ
ま
し
た＊４
。
さ
ら
に
、
国
に

お
い
て
も
、
児
童
虐
待
防
止
法
が
改
正
さ
れ
、
体
罰

が
明
確
に
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の

改
正
法
が
本
年
４
月
か
ら
始
ま
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
う
し
て
、法
律
上
、家
庭
内
の
体
罰
は
禁
止
さ
れ

ま
し
た
。
し
か
し
、
し
つ
け
の
た
め
に
は
体
罰
も
や
む

を
得
な
い
と
い
う
考
え
は
、ま
だ
ま
だ
国
民
の
間
に
根

強
く
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、体
罰
以
外
の
子
育
て
の

方
法
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
、ど
う
し
て
も
そ
れ
に
依
存

し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
そ
こ
で
、
厚
生
労
働
省
は
、

２
０
２
０
年
２
月
に「
体
罰
等
に
よ
ら
な
い
子
育
て
の

た
め
に
」と
い
う
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
出
し
て
、
啓
発
に

努
め
て
い
ま
す
。

こ
の
法
律
改
正
を
き
っ
か
け
に
、日
本
の
子
育
て
が

変
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
で
す
。

＊
1	

２
０
１
９
年
改
正
に
よ
る
児
童
虐
待
防
止
法
14
条
１
項

＊
2	

学
校
教
育
法
11
条
た
だ
し
書

＊
3	

児
童
虐
待
防
止
法
３
条

＊
4	�

子
供
へ
の
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
６
条
２
項
。

「
体
罰
そ
の
他
の
子
ど
も
の
品
位
を
傷
つ
け
る
罰
」が
禁

止
さ
れ
、
品
位
を
傷
つ
け
る
暴
言
も
禁
止
の
対
象
と
さ

れ
て
い
ま
す
。


